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衆
議
院
議
員
斎
藤
や
す
の
り
君
提
出
八
ッ
場
ダ
ム
の
地
す
べ
り
対
策
及
び
代
替
地
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
の
検
証
（
以
下
「
八
ッ
場
ダ
ム
の
検
証
」
と
い
う
。
）
に
係
る
検
討
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二

年
九
月
に
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
八
ッ
場
ダ
ム
工
事
事
務
所
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
八
ッ
場
ダ
ム
の
建
設
に
伴
い
地
滑
り
対
策
を
実
施
す
る
地
区
と
し
て
示
し
て
い
た
地
区
は
、
「
横
壁

地
区
小
倉
」
、
「
林
地
区
勝
沼
」
及
び
「
川
原
畑
地
区
二
社
平
」
の
三
地
区
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
「
横
壁
地
区
小
倉

」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
度
に
地
滑
り
対
策
を
完
了
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
関
係
六
都
県
」
に
対
し
て
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
が
平
成
十
五
年
十
月
八
日
付
け
で
示
し
た
「
八
ッ

場
ダ
ム
事
業
費
変
更
内
容
（
案
）
に
係
る
意
見
・
質
問
に
対
す
る
回
答
」
に
お
け
る
「
横
壁
地
区
」
、
「
勝
沼
地
区
」
及
び

「
二
社
平
地
区
」
の
地
滑
り
対
策
工
に
係
る
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
億
九
千
五
百
万
円
、
一
億
円
及
び
八
千
七
百
万
円
で
あ

る
。

一



二
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
十
一
月
に
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
が
公
表
し
た
「
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
報

告
書
」
（
以
下
「
検
討
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
「
地
す
べ
り
等
の
対
策
工
」
（
以
下
「
八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等

対
策
」
と
い
う
。
）
は
、
「
ダ
ム
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
に
関
す
る
再
評
価
実
施
要
領
細
目
」
（
平
成
二
十
二
年
九
月
二

十
八
日
付
け
国
河
計
調
第
七
号
国
土
交
通
省
河
川
局
長
通
知
別
添
。
以
下
「
実
施
要
領
細
目
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
八
ッ

場
ダ
ム
の
検
証
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
平
成
二
十
二
年
九
月
か
ら
、
既
に
実
施
し
て
い
た
調
査
に
よ
り
得

た
ん

ら
れ
た
結
果
も
踏
ま
え
、
同
時
点
に
お
け
る
貯
水
池
周
辺
の
湛
水
に
伴
う
地
滑
り
等
の
調
査
と
対
策
に
関
す
る
最
新
の
技
術

的
知
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
「
貯
水
池
周
辺
の
地
す
べ
り
調
査
と
対
策
に
関
す
る
技
術
指
針
（
案
）
」
（
平
成
二
十
一
年
七

月
一
日
付
け
国
河
治
第
三
十
九
号
国
土
交
通
省
河
川
局
治
水
課
長
通
知
別
添
。
以
下
「
指
針
（
案
）
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

き
、
検
討
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
検
討
報
告
書
に
お
い
て
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
を
実

施
す
る
地
区
と
し
て
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
三
地
区
に
加
え
、
新
た
に
対
策
が
必
要
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
八

地
区
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
区
に
お
け
る
対
策
に
係
る
費
用
の
増
加
分
は
約
百
九
億
七
千
万
円
と
算
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
を
含
む
八
ッ
場
ダ
ム
の
検
証
に
係
る
検
討
の
状
況
及
び
結
果
に
つ
い
て
は
、
国
土

二



交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
、
現
時
点
で
は
同
局
八
ッ
場
ダ
ム
工
事
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
が
、
同
事
務
所
に
お
い
て
も
適
切
な
情
報
発
信
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

検
討
報
告
書
で
示
し
た
「
代
替
地
地
区
の
安
全
対
策
工
」
（
以
下
「
八
ッ
場
ダ
ム
の
代
替
地
安
全
対
策
」
と
い
う
。
）
の

検
討
に
つ
い
て
は
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
必
要

と
す
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
及
び
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可

を
必
要
と
す
る
開
発
行
為
（
以
下
「
開
発
事
業
」
と
い
う
。
）
に
伴
う
崖
崩
れ
等
に
よ
る
災
害
等
を
防
止
す
る
た
め
、
耐
震

対
策
等
の
基
本
的
な
考
え
方
を
盛
り
込
ん
だ
「
宅
地
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
平
成
十
三
年
五
月
二
十
四
日
付
け
国
総
民
発
第

七
号
国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
宅
地
課
民
間
宅
地
指
導
室
長
通
知
別
添
二
）
等
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
。
八
ッ
場
ダ
ム
の
地

滑
り
等
対
策
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
指
針
（
案
）
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
指
針
（
案
）
に
お
い
て
は
、
地
震

時
の
地
滑
り
の
挙
動
に
係
る
評
価
手
法
が
現
時
点
で
研
究
途
上
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
地
震
時
の
外
力
は
考
慮
さ
れ
て
お
ら

ず
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
の
検
討
に
お
い
て
も
当
該
外
力
は
考
慮
し
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
所
管
の
ダ
ム
で
既
に
貯
水
池
周
辺
の
地
滑
り
対
策
が
行
わ
れ
て
い
た
箇
所
で
、
追
加

三



対
策
が
必
要
に
な
っ
た
箇
所
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
、
現
時
点
で
御
指
摘
の
再
検
討
を
行
う
予
定
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
指
針
（
案
）
に
基
づ
き
、
地
形
図
及
び
空
中
写
真
の
判
読
、
現
地
踏
査
等

に
よ
り
貯
水
池
周
辺
の
地
滑
り
地
形
等
を
抽
出
し
た
上
で
、
家
屋
等
の
貯
水
池
周
辺
の
施
設
、
ダ
ム
施
設
等
の
保
全
対
象
へ

の
影
響
及
び
地
滑
り
等
の
規
模
を
考
慮
し
、
安
定
計
算
等
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
対
策
の
要
否
を
検
討
し
て
お
り
、
御
指

摘
の
「
残
り
の
地
区
・
箇
所
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
、
事
前
に
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

な
お
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
貯
水
池
周
辺
の
地
滑
り
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
全
国
の
他
の
ダ
ム
事
業
と
同
様
に
、
試
験
湛
水
を

行
っ
た
上
で
、
湛
水
に
伴
う
貯
水
池
周
辺
斜
面
の
安
定
性
を
最
終
的
に
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
崩
落
危
険
度
を
ど
の
程
度
の
も
の
と
判
断
し
た
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
「
崩
落
危
険
度
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

せ
つ

八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
応
桑
岩
�
流
堆
積
物
の
存
在
も
考
慮
し
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
等
で
得
た

四



百
十
二
の
試
料
等
を
基
に
現
時
点
で
得
て
い
る
土
質
定
数
の
う
ち
、
貯
水
池
周
辺
斜
面
の
安
定
性
が
最
も
低
く
評
価
さ
れ
る

も
の
を
用
い
て
安
定
計
算
を
行
っ
て
お
り
、
現
時
点
で
土
質
定
数
を
見
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
こ
の
対
策
に
つ
い
て

は
、
安
定
計
算
、
航
空
レ
ー
ザ
ー
測
量
、
現
地
踏
査
等
に
基
づ
き
、
適
切
に
検
討
を
行
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
今
後
の
実

際
の
施
工
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
新
た
に
地
質
調
査
等
を
行
っ
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
詳
細
設
計
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
に
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
の
施
工
に
お
い
て
発
生
す
る
土
砂
等
を
利
用
で
き
る
押
え

盛
土
工
法
や
、
排
土
工
に
よ
り
発
生
し
た
土
砂
を
押
え
盛
土
と
し
て
転
用
で
き
る
工
法
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
工
法

に
つ
い
て
は
経
済
的
な
施
工
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
所
要
の
効
果
が
得
ら
れ
る
工
法
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
以
外
の
工
法
を
採
用
し
た
場
合
の
費
用
は
算
出
し
て
い
な
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
の
検
討
に
お
い
て
、
地
滑
り
対
策
及
び
未
固
結
堆
積
物
の
対
策
に
要
す
る
押
え
盛
土
工
法

の
土
量
の
合
計
は
約
三
百
七
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
対
策
」
に
つ
い
て
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
総
貯
留
量

五



が
一
億
七
百
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
現
時
点
で
は
特
段
の
対
応
は
予
定
し
て
い
な
い
。

五
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
大
滝
ダ
ム
に
お
い
て
ダ
ム
堤
体
完
成
後
に
実
施
し
て
き
た
地
す
べ
り
対
策
の
対
象
地
区
と
計
画
工
事
費
」
が

何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
大
滝
ダ
ム
建
設
事
業
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
三
月
に
開
始
し
た
試
験
湛

水
を
一
時
中
止
し
た
後
に
地
滑
り
対
策
工
事
を
行
っ
た
地
区
は
、
白
屋
地
区
、
大
滝
地
区
及
び
迫
地
区
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三

地
区
に
お
け
る
当
該
工
事
に
係
る
工
事
費
の
合
計
は
約
百
八
十
九
億
円
で
あ
る
。

ま
た
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
地
滑
り
等
対
策
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
貯
水
池
周
辺
の
地
形
、
地
質
等
の
条
件
が
異
な
る
大

滝
ダ
ム
の
地
滑
り
対
策
に
係
る
費
用
と
単
純
に
比
較
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

八
ッ
場
ダ
ム
の
代
替
地
安
全
対
策
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
に
実
施
要
領
細
目
に
基
づ
き
八
ッ
場
ダ
ム
の
検
証
を
行
う
こ

と
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
月
か
ら
、
同
時
点
以
前
の
検
討
に
お
い
て
は
前
提
条
件
と
し
て
い
な
か
っ
た
ダ
ム
の
湛
水

を
前
提
条
件
と
し
て
「
宅
地
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
等
に
基
づ
き
検
討
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
。

六
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

六



八
ッ
場
ダ
ム
の
代
替
地
安
全
対
策
の
検
討
に
お
い
て
用
い
た
御
指
摘
の
「
水
位
急
低
下
時
」
に
お
け
る
水
平
設
計
震
度
及

び
残
留
間
隙
水
圧
の
値
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
改
訂
新
版
建
設
省
河
川
砂
防
技
術
基
準
（
案
）
同
解
説
設
計
編
﹇
�
﹈

」
（
建
設
省
河
川
局
監
修
）
及
び
指
針
（
案
）
に
基
づ
き
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
安
全
性
を
保
障
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
代
替
地
安
全
対
策
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
現
時
点

で
得
て
い
る
土
質
定
数
の
う
ち
、
盛
土
の
安
定
性
が
最
も
低
く
評
価
さ
れ
る
も
の
を
用
い
て
安
定
計
算
を
行
っ
た
こ
と
も
含

め
、
「
宅
地
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
等
に
基
づ
き
、
適
切
に
実
施
し
た
と
考
え
て
お
り
、
現
時
点
で
条
件
を
変
更
し
て
計
算
を

行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
今
後
の
実
際
の
施
工
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
新
た
に
地
質
調
査
等
を
行

っ
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
詳
細
設
計
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
の
「
宅
地
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
改
正
以
降

に
開
発
事
業
の
許
可
が
な
さ
れ
た
箇
所
で
、
滑
動
崩
落
が
発
生
し
た
事
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

七
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
地
す
べ
り
対
策
及
び
代
替
地
安
全
対
策
」
に
関
す
る
「
詳
細
設
計
の
た
め
の
調
査
」
、
「
詳
細
設
計
」
及
び

「
工
事
」
を
実
施
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
未
定
で
あ
る
。

七



七
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
地
す
べ
り
対
策
及
び
代
替
地
安
全
対
策
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
施
工
内
容
が
決
ま
っ
た
時
点
で
、

施
工
に
先
立
ち
地
元
住
民
等
に
説
明
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八


